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当社グループが提供するサービス（以下「本サービス」といいます。）に関し、パートナー

がアフィリエイト広告をする掲載いただく場合に準拠する内容を記載したガイドラインで

す。パートナーは、下記の事項をご確認し、本ガイドラインを遵守いただく必要がございま

す。 

 

◆新規提携を希望されるパートナーの皆様へ 

  

アフィリエイト広告を掲載した場合には、本ガイドラインに提携・掲載とみなさせていただ

きます。 

 

一度提携、掲載された後においても、本ガイドラインに違反していると弊社が判断したサイ  

トに関しては、提携解除・成果放棄の措置を取らせていただく場合がございます。  

 

◆アフィリエイト基本原則 

 

● 当社グループのウェブサイト記載の条件の正確な引用 

 

本サービスに係る内容及び取引条件をアフィリエイト広告として掲載する場合には、本サー

ビスのウェブサイトに掲載された条件を正確に引用いただく必要があります。当該アフィリ

エイト広告を掲載するにあたっては、本サービスのウェブサイトの内容をよく確認いただく

ようにお願いいたします。 

 

● 本サービスのリンクを設置する場合における注意点 

 

パートナーは、当社所定の方法により、本サービスのリンク等を設置するものとします。パ

ートナーは、当社グループが本サービスのリンク等の設置について制限または条件を付して

いるときは、これに従うものとします。パートナーは、本サービスのリンク等を設置するに

あたり、当社グループがリンク等の作成するための用のコンテンツを使用することを指定し

た場合にはこれに従うものとします。 

パートナーは、アフィリエイトメディアにおいて恣意的なリンク等のクリックが発生しない

よう、監視の義務を負うものとします。パートナーは、リンク等が指定されたリンク先へ正



しくリンクされているか否かを定期的に確認し、リンク切れまたはリンク先の過誤を発見し

た場合は、直ちにリンク等の更新あるいは削除を行わなければならないものとします。 

 

● アフィリエイト 広告の掲載時点の特定 

 

パートナーは、アフィリエイト広告を掲載する場合には、当該アフィリエイト広告を掲載し

た日及び同日時点の情報であることを明示するようお願いします。 

 

● リスティング広告の出稿禁止  

 

リスティング広告への出稿はすべてのキーワードにおいて禁止とさせて頂きます。 

 

● 禁止事項 

パートナーは、アフィリエイト広告を行うに当たって、次に掲げる事項を行うことを禁止し

ます。 

・ユーザーに誤認を招く表現を行うこと 

・「どこでも使える」などエリアに対して誤認を与える表現を行うこと。 

・キャンペーン期間について、誤認を与える表現を行うこと。具体的には終了未定のキャン

ペーンを「今なら」「今だけ」「期間限定」など 実際よりも有利であると偽った表現を行

うこと。  

・本サービスの速度の表記について、一般消費者誤認を与える表現を行うこと。例えば、 

ご利用機器や提供エリアの対応状況によって異なるため、「最大」表記が必要です。 ま

た、「必ず 1Gbps の速度が出る」と誤認させる表現を行うことは禁止です。  

・本サービスのキャシュバックその他の一般消費者に経済上の利益を提供するキャンペーン

の参加条件その他の条件および経済上の利益の内容に関して事実と異なる記載をすること 

。 

・不当景品類及び不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号）、消費者契約法（平成 12 年

法律第 61 号）及び電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）その他の法令に違反する行為

をすること。 

・当社グループまたは当社にライセンスを与える第三者の明示的な許諾がなく、本サービス

に関連する著名人、キャラクターおよびタレントの画像を使用すること。 

・当社グループおよび第三者の知的財産を侵害し、または、侵害するおそれのある行為をす

ること。 

・ねずみ講、違法なマルチ商法などの違法な事業およびそれに類する活動を行うこと。 



・他社のインターネット回線の批判的な内容の表現をすること。 

・他のインターネット回線の解約を促すような表現をすること。 

・当社グループまたは第三者の権利及び法律上保護される利益を侵害し、侵害するおそれの

ある行為を行うこと。 

・不当な方法でアフィリエイト広告のコンヴァージョン（アフィリエイト報酬の発生条件を

満たすこと）を実現する行為を行うこと。 

・本サービスその他の当社または当グループの業務の運営・維持を妨げる行為を行うこと。 

・その他当社が別途禁止行為として定める行為を行うこと。 

 

◆修正依頼について◆  

 

パートナーが本ガイドラインに違反し、違反するおそれがあることが確認された場合、また

は一般消費者に誤認を与える恐れがある場合につきまし て、ASP 様を通して修正依頼をさ

せていただきます。  

残念ながら、この依頼に応じていただけない場合は、提携解除・成果放棄の措置を取らせて  

いただきますので、予めご了承ください。  

 

 


